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税務訴訟資料 第２６８号－９７（順号１３２０２） 

大阪地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（浪速税務署長） 

平成３０年１０月２５日棄却・確定 

 

判 決 

原告 Ａ株式会社 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 丹羽 雅雄 

同 仲尾 育哉 

同 具 良鈺 

同 津田 裕行 

同補佐人税理士 櫻井 精四郎 

被告 国 

同代表者法務大臣 山下 貴司 

処分行政庁 浪速税務署長 

 大熊 健 

被告指定代理人 溝口 優 

同 足立 昌隆 

同 東 正幸 

同 濵 正憲 

同 川城 明彦 

同 平山 峻次 

同 辻中 文男 

同 山田 道夫 

同 清 夏紀 

同 太田 涼子 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 主位的請求（課税処分取消請求） 

（１）浪速税務署長が原告に対し平成２７年２月２６日付けでした、原告の平成２５年１月１日

から同年１２月３１日までの事業年度の法人税についての更正処分のうち納付すべき税額２

００万７０００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

（２）浪速税務署長が原告に対し平成２７年２月２６日付けでした、原告の平成２５年１月１日
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から同年１２月３１日までの事業年度の復興特別法人税についての更正処分のうち納付すべ

き税額２０万３３００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

（３）浪速税務署長が原告に対し平成２７年２月２６日付けでした、平成２５年１月１日から同

年１２月３１日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の更正処分のうち消費税の還付

すべき税額５２９万３８６２円を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡割額１３２万

３４６５円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（浪速法第●●号）を取り消す。 

２ 予備的請求（国家賠償請求） 

 被告は、原告に対し、６１１万７３００円及びこれに対する平成２５年７月２３日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の骨子 

（１）原告は、近畿財務局による国有財産の一般競争入札において、大阪市淀川区の土地（以下

「本件土地」という。）及び同土地上の建物（附属設備を含む。以下「本件建物」という。）

を３億６２２２万円で落札し、平成２５年７月２３日、被告との間で、本件土地及び本件建

物（以下「本件土地建物」という。）を上記金額で買い受ける旨の契約（以下「本件売買契

約」という。）を締結した。 

 本件は、原告が、本件建物の取得価額は１億９５１６万３５９４円であるとして、平成２

５年１月１日から同年１２月３１日までの期間（以下、税目にかかわらず「平成２５年度」

という。）の法人税及び復興特別法人税（以下「法人税等」という。）並びに消費税及び地方

消費税（以下「消費税等」という。）の確定申告をしたところ、浪速税務署長から、本件売

買契約において合意された本件建物の内訳価格（消費税等相当額込み。以下同じ。）は４１

１６万円（以下「本件価格」ということがある。）であったとして、平成２７年２月２６日

付けで、平成２５年度の法人税等及び消費税等の各更正処分（以下「本件各更正処分」とい

う。）並びに過少申告加算税の各賦課決定処分（以下、本件各更正処分と供せて「本件各更

正処分等」という。）を受けたため、被告を相手に、①主位的に、本件各更正処分（ただし、

法人税等の当初申告額及び消費税等の修正申告額を超える部分）及び上記各賦課決定処分の

取消しを求め、②予備的に、近畿財務局の担当者らの説明義務違反等により損害を被ったと

して、国家賠償法１条１項に基づき、６１１万７３００円及びこれに対する遅延損害金の支

払を求める事案である。 

（２）なお、浪速税務署長が原告に対し平成２７年２月２６日付けでした平成２５年度の消費税

等に係る過少申告加算税の賦課決定処分には、修正申告に係るもの（浪速法第●●号。乙３

１）と更正処分に係るもの（浪速法第●●号。甲１０）とがあるところ、本件訴訟において

は、後者の賦課決定処分のみが取消請求の対象（上記第１の１（３）参照）とされていると

解される（訴状訂正申立書による訂正後の請求の趣旨３項は、このような趣旨をいうものと

解される。）。 

２ 前提となる事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易

に認められる事実。以下、書証番号は特に断らない限り枝番号を含む。） 

（１）原告 

 原告は、不動産の賃貸、売買、仲介及び管理等を業とする株式会社である（乙４）。 

（２）本件売買契約に至る経緯等 
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ア 近畿財務局は、平成２５年５月２１日、国有財産の一般競争入札の平成２５年度第１回

期間入札（以下「本件期間入札」という。）に係る物件として、本件土地建物の入札公示

をした。 

 近畿財務局は、本件期間入札において、本件土地建物の最低売却価格を２億０４９６万

円（本件土地の評定価格１億６３８０万円、本件建物の評定価格３９２０万円及び本件建

物の消費税等相当額１９６万円の合計額。なお、当時の消費税率は５％である。）と定め、

当該最低売却価格を公表したが、その内訳は公表しなかった。（以上につき、乙１０） 

イ 原告は、平成２５年６月６日、国有財産入札保証金１８１２万円を納付した上、本件土

地建物の入札に参加し、同月２４日の開札の結果、本件土地建物を３億６２２２万円で落

札した（乙１１、１２）。 

 近畿財務局は、建物付き土地が落札された場合、落札価格と最低売却価格との差額につ

いては、これを最低売却価格における土地の内訳価格に加算して売買代金を定める取扱い

（以下「建物先取法」という。）を採用しており、本件土地建物に係る落札価格と最低売

却価格との差額についても、これと同様の取扱いを行うこととした（乙１１）。 

ウ 原告は、平成２５年６月２７日、近畿財務局に対し、本件土地建物に係る普通財産売払

申請書を提出した（乙１３）。 

エ 近畿財務局は、平成２５年７月１８日、原告に対し、本件土地建物に係る売買契約書の

案（以下「本件売買契約書案」という。）を送付した。本件売買契約書案の第２条には、

「売買代金は、金３６２，２２０，０００円とする。（うち消費税及び地方消費税相当額

 金１，９６０，０００円）」との記載がある。（以上につき、乙１１、１４） 

オ 被告の契約担当官である近畿財務局長及び原告の代表取締役である甲（以下「甲」とい

う。）は、平成２５年７月２３日、本件土地建物に係る売買契約書（以下「本件売買契約

書」という。）に記名押印し、本件売買契約を締結した（甲３）。本件売買契約書の各条項

の内容は、本件売買契約書案のものと同じである（甲３、乙１４）。 

カ 原告は、平成２５年７月２３日、近畿財務局の主任収入官吏に対し、本件売買契約にお

いて定める売買代金３億６２２２万円から国有財産入札保証金１８１２万円を差し引いた

残金３億４４１０万円を納付し、同主任収入官吏から、現金領収証書（以下「本件領収証

書」という。）の交付を受けた。本件領収証書には、「建物売払代￥４１１６００００」

「（うち消費税及び地方消費税相当額）￥１９６００００」との記載がある。（以上につき、

乙１５） 

（３）原告の確定申告 

ア 原告は、浪速税務署長に対し、平成２５年度の法人税について、別表１の「確定申告」

欄のとおり記載した青色の確定申告書を、法定申告期限内の平成２６年２月２１日に提出

した。 

 原告は、上記の確定申告に当たり、原告が依頼した不動産会社による査定評価額等を基

に本件建物の取得価額を１億９５１６万３５９４円（税込み）と算定した上で、本件建物

を建物部分と附属設備部分に区分し、建物部分の取得価額を１億５２２２万７６０３円

（税込み）、当期減価償却額を３３４万９００７円と、附属設備部分の取得価額を４２９

３万５９９１円（税込み）、当期減価償却額を１４３１万９１５２円とそれぞれ算定して

所得金額を計算した。（以上につき、乙１６） 
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イ 原告は、浪速税務署長に対し、平成２５年度の復興特別法人税について、別表２の「確

定申告」欄のとおり記載した青色の確定申告書を、法定申告期限内の平成２６年２月２１

日に提出した（乙１７）。 

ウ 原告は、浪速税務署長に対し、平成２５年度の消費税等について、別表３の「確定申

告」欄のとおり記載した確定申告書を、法定申告期限内の平成２６年２月２１日に提出し

た。 

 原告は、上記の確定申告に当たり、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額を上記ア

の１億９５１６万３５９４円として、消費税等の額を計算した。（以上につき、乙１８） 

（４）原告の修正申告等 

 原告は、平成２６年１２月２５日、浪速税務署長に対し、平成２５年度の消費税等に係る

修正申告書を提出した（乙３０）。 

 浪速税務署長は、平成２７年２月２６日付けで、原告に対し、上記修正申告に基づき納付

すべき消費税等につき、過少申告加算税の各賦課決定処分（浪速法第●●号）をした（乙３

１）。 

（５）本件各更正処分等 

ア 浪速税務署長は、平成２７年２月２６日付けで、原告に対し、本件建物の取得価額は４

１１６万円であり、これに基づいて算定された償却限度額を超える減価償却費は損金の額

に算入されないとして、平成２５年度の法人税につき、別表１の「更正処分等」欄のとお

り、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした（甲８）。 

イ 浪速税務署長は、平成２７年２月２６日付けで、原告に対し、上記アの更正処分により

基準法人税額が増加したとして、平成２５年度の復興特別法人税について、別表２の「更

正処分等」欄のとおり、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした（甲９）。 

ウ 浪速税務署長は、平成２７年２月２６日付けで、原告に対し、本件建物の課税仕入れに

係る支払対価の額は４１１６万円であるとして、平成２５年度の消費税等について、別表

３の「更正処分等」欄のとおり、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分（浪速法第●

●号）をした（甲１０）。 

（６）本件訴訟に至る経緯 

ア 原告は、平成２７年４月１６日、国税通則法（平成２６年法律第６９号による改正前の

もの。以下同じ。）７５条４項１号に基づき、国税不服審判所長に対し、平成２５年度の

法人税等に係る各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分（上記（５）ア、イ）の取

消しを求めて審査請求をした（乙３２）。 

イ 原告は、平成２７年４月２１日、国税通則法７５条１項１号に基づき、浪速税務署長に

対し、平成２５年度の消費税等に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分（上記

（５）ウ）の取消しを求めて異議申立てをした（乙３３）。 

 浪速税務署長は、国税通則法８９条１項に基づき、上記異議申立てを審査請求として取

り扱うことが適当であると認め、同年５月１９日付けで原告に同意を求めたところ、原告

が同月２１日に同意したことから、同日付けで国税不服審判所長に対する審査請求がされ

たものとみなされた（乙３４～３６）。 

ウ 国税不服審判所長は、平成２７年６月２６日付けで、上記ア及びイの各審査請求につき、

国税通則法１０４条１項に基づき併合審理し、平成２８年３月１１日付けで、これらの審
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査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした（甲１１、乙３７）。 

エ 原告は、平成２８年７月２２日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

３ 主たる争点 

（１）主位的請求の争点 

ア 本件建物の内訳価格を本件価格とする合意の有無（争点①） 

イ 浪速税務署長の調査義務違反の有無（争点②） 

（２）予備的請求の争点 

ア 近畿財務局の説明義務違反の有無（争点③） 

イ 近畿財務局の交渉義務違反の有無（争点④） 

ウ 損害の有無及び額（争点⑤） 

４ 主位的請求の争点に係る当事者の主張 

（１）本件建物の内訳価格を本件価格とする合意の有無（争点①） 

（被告の主張） 

ア 本件売買契約書は、被告を代表する近畿財務局長と原告を代表する甲が自らの意思に従

って記名押印をしたものであるから、真正に成立している。したがって、本件売買契約に

おける契約当事者の契約意思は、本件売買契約書に記載されたとおりであると認められる。 

 本件売買契約書には、本件土地建物の売買代金が総額３億６２２２万円、うち消費税等

相当額が１９６万円と記載されている。この消費税等相当額から逆算すれば、本件売買契

約における本件建物に係る購入代価は、消費税等相当額抜きで３９２０万円、消費税等相

当額込みで４１１６万円と定められていることが認められる。 

イ 原告及び甲は、豊富な不動産取引経験を有しており、その知識経験上、建物付き土地の

売買において土地は消費税等の課税対象とならず、建物だけがその課税対象となることを

認識していた。また、原告は、近畿財務局から本件売買契約書案の送付を受け、契約内容

の確認を求められているところ、売買代金の記載に誤りがないかは売買契約書において最

も重要な事項というべきであるから、原告は、本件売買契約書案にある本件土地建物の売

買代金３億６２２２万円の記載及びその直下にある消費税等相当額１９６万円の記載を当

然確認したと推認される。そして、上記消費税等相当額から本件建物の価格を計算するこ

とは極めて簡単であること、原告及び甲は建物価格と土地価格の内訳が減価償却費の算定

等に関わる重要な事項であると認識していたことをも踏まえると、原告及び甲は、本件売

買契約書案の消費税等相当額１９６万円の記載から、本件建物の内訳価格が４１１６万円

（本件価格）であることを当然に認識していたと認められる。 

 さらに、甲は、事前に確認済みの本件売買契約書案と同じ内容である本件売買契約書に

何らの異議の申立てもせず押印し、かつ、本件売買契約締結日当日、受領した本件領収証

書に本件建物の価格が明記されていたにもかかわらず、これに異議を述べなかったのであ

り、このような甲の態度に照らせば、甲は、本件売買契約締結時点で、本件建物の価格を

認識していたものと認められる。 

ウ 以上によれば、本件売買契約は、本件建物の内訳価格を４１１６万円（本件価格）とし

て成立していることが明らかである。 

（原告の主張） 

 原告と被告（近畿財務局）との間の本件売買契約において、本件建物の内訳価格を本件価
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格とする旨の合意はされていない。その根拠は以下のとおりである。 

ア 本件売買契約書に本件建物の内訳価格は表示されていないこと 

 本件売買契約書には、「売買代金は、金３６２，２２０，０００円とする。（うち消費税

及び地方消費税相当額 金１，９６０，０００円）」との記載があるのみであり、本件建

物の内訳価格は表示されていない。 

 建物付き土地の取引実務においては、土地及び建物の内訳価格がある場合にはこれを契

約書に明記するのが常識であり、かっこ書の消費税等の金額から建物の内訳価格を算定す

ることを買主に要求するのは社会通念上不当である。本件売買契約書の消費税等相当額の

金額は、近畿財務局が備忘的に記載したものにすぎないというべきである。 

イ 本件建物の内訳価格は普通財産売払申請書提出時までに表示されていなかったこと 

 国有財産の一般競争入札において、入札者は、入札時に入札金額の５％程度の金額を入

札保証金として支払う。そして、落札した後に普通財産売払申請書を提出して落札が確定

すると、仮に当該入札者（落札者）が当該物件の売買契約を締結しない場合には、入札保

証金の全額が国庫に帰属することになる。したがって、落札者が普通財産売払申請書を提

出した時点で、落札物件に係る売買契約はそれを破棄することができないほど成熟した段

階に達することになる。 

 原告は、平成２５年６月２７日に普通財産売払申請書を提出しており、その段階におい

て本件建物の内訳価格（本件価格）は表示されていなかったから、これが本件売買契約の

合意内容となることはあり得ない。 

ウ 本件価格が著しく不合理であること 

 本件価格は、本件建物の市場価格の約５分の１、固定資産評価額の約４分の１であり、

実勢価格との乖離が甚だしく、適正な価格とは到底いえない。しかも、本件建物の内訳価

格が４１１６万円（本件価格）とされると、原告は、２０年間で約４１００万円も多く法

人税を支払わなければならなくなる一方で、１億７９３２万５０００円という固定資産評

価額により算定される固定資産税等を負担するのであって、極めて不合理である。当事者

の合理的意思に鑑みれば、このような不合理な合意がされることはあり得ない。 

エ 本件価格の算定根拠が著しく不合理であること 

 本件土地建物の予定価格は不動産鑑定評価書（乙８。以下「本件評価書」という。）に

依拠したものであるが、本件評価書は、本件土地と本件建物の内訳価格の按分比率につき

何ら合理的な根拠を示していない。 

 そして、一般競争入札における最低売却価格と落札価格との差額の取扱いについて、一

律に建物先取法を採用することは、不動産売買における通常の当事者の合理的意思に反す

るものであり、取引上の社会通念に照らして極めて不合理である。 

 本件価格は、本件評価書の不合理な按分比率と、不合理な建物先取法に基づいて算定さ

れた、著しく不合理なものであるから、本件価格の合意はなかったというべきである。 

オ 本件建物の内訳価格についての説明がなかったこと 

 本件売買契約の締結過程において、原告と近畿財務局は、本件建物の内訳価格について

何らの交渉も行っておらず、原告は、近畿財務局から、本件建物の内訳価格について一切

の説明を受けていない。 

カ 原告が本件建物の内訳価格を認識していなかったこと 
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 原告は、本件売買契約の締結の際、本件建物の内訳価格が４１１６万円（本件価格）で

あることを認識していなかった。原告がこれを認識したのは平成２５年１０月頃である。 

 そして、消費税等の金額がかっこ書で記載されている本件売買契約書の様式は、建物付

き土地の売買契約書として特異なものであること、原告は近畿財務局から本件建物の内訳

価格について説明を受けていないこと（上記オ）、甲は、本件土地建物を落札した後、金

策に忙殺されていたことなども考慮すると、原告が本件建物の内訳価格（本件価格）を認

識していなかったのは原告の不注意とはいえず、原告がその責めを負うべきものではない。 

（２）浪速税務署長の調査義務違反の有無（争点②） 

（原告の主張） 

 浪速税務署長には、①本件において建物先取法を適用することが、現在の不動産取引の実

態から乖離していないか、②本件評価書１９頁の「土地と建物に評価額を分割することは適

切ではない」との記載は、不動産鑑定士がどのような判断に基づいて記載したものであるの

か、③土地基本法や地価公示法に照らして不当に高額な土地取引となるおそれはないか等に

ついて、慎重に吟味し検討する義務があった。 

 しかし、浪速税務署長は、十分な時間的余裕があったにもかかわらず、本件売買契約書の

かっこ書の消費税等相当額の記載に基づき、漫然と、安易に本件建物の内訳価格を４１１６

万円と認定しており、本件各更正処分は、調査義務違反に基づくものであり、裁量権の範囲

を逸脱し又はこれを濫用するものであって違法である。 

（被告の主張） 

 通常、契約書は契約当事者双方の契約意思を表示するものであるから、脱税目的等の下で

契約当事者が通謀して故意に実体と異なる内容を契約書に表示したなどの特段の事情がない

限り、契約書に記載された内容どおりの契約意思の下に契約が成立したものと解される。 

 本件売買契約書が存在する本件売買契約について、浪速税務署長が、本件各更正処分に当

たって売買代金の決定手法の一つである建物先取法の当否等について調査検討せず、その当

否を考慮しなかったとしても、考慮すべき事項を考慮しなかったとはいえないから、裁量権

の範囲の逸脱又はその濫用はない。 

５ 予備的請求の争点に係る当事者の主張 

（１）近畿財務局の説明義務違反の有無（争点③） 

（原告の主張） 

 本件売買契約は、会計法等の法令に基づく競争入札の手続に従って締結されたものとはい

え、売買契約であることに変わりはなく、私人間の契約関係と同様に、契約当事者である被

告（近畿財務局）は、契約締結に当たり、信義則に基づく説明義務を負う。宅地建物取引業

法の規定が国に適用されないこと（同法７８条１項）は、上記説明義務を否定する趣旨では

ない。 

 そして、本件売買契約は、国と私人との間の契約であり、情報量において圧倒的な差があ

ること、国が私人に対して権力的な作用を及ぼし得ることから、近畿財務局には私人間の契

約の場合より重い説明義務が課されるべきであるし、さらに、被告は税金を徴収する側であ

り、本件建物の内訳価格が減価償却費の計算の重要な要素となることも容易に認識し得るの

であるから、より重い説明義務が課されるべきである。 

 近畿財務局は、建物付き土地の入札公示に当たり、内部では建物の価格と土地の価格の割
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付けをしているにもかかわらず、最低売却価格のみを公表している。そして、近畿財務局は、

建物付き土地が最低売却価格よりも高い金額で落札された場合、その差額を土地の内訳価格

に加算する取扱い（建物先取法）をしているとするが、このような取扱いは一切公表されて

いない。さらに、原告が本件売買契約の半月前に近畿財務局から指示され、近畿財務局のホ

ームページにおいて閲覧した契約書のひな形（甲２）には、消費税等相当額の記載はなかっ

た。これらの事情に照らせば、近畿財務局は、原告が本件土地と本件建物の内訳価格はない

と誤解するおそれがあることを容易に認識し得たはずであり、こうした誤解に陥らないよう、

適切に説明すべき義務を負っていたというべきである。 

 しかるに、近畿財務局は、本件土地建物の入札公示から本件売買契約締結に至るまで、原

告に対し、本件土地と本件建物の内訳価格に関し一切の説明をしておらず、消費税等の金額

の算定根拠すら説明していない。本件建物の内訳価格とされる４１１６万円という価格は、

実勢価格との乖離が甚だしく、適正な価格とはいえないことも考慮すると、近畿財務局に説

明義務違反があることは明らかである。 

（被告の主張） 

ア 本件売買契約は、私人間の売買契約ではなく、会計法等の法令に基づく競争入札の手続

に従って締結されたものである。そして、競争入札においてあらかじめ公告すべき事項や

閲覧に供すべき事項、入札までの手続については、会計法、予算決算及び会計令、並びに

関連する通達により規定されているところ、入札において公告すべき事項及び入札に付す

る際に定めるべき事項に、土地価格と建物価格の内訳や最低売却価格と落札価格の差額の

割振りの仕方、消費税等相当額の算定根拠は含まれておらず、公務員に原告の主張するよ

うな説明義務を課した法令上の規定は存在しない。 

 また、国や地方公共団体が売主となる売買については、競争入札が原則とされているた

め、その入札において落札者が個人であるか、法人であるかは開札まで分からず、個々の

落札者を想定して全ての説明をすることは困難であり、個々の買受希望者及び落札者の事

情等に個別に対応して説明することも困難である。さらに、宅地建物取引業法７８条１項

は、国に同法の適用はない旨を規定し、売買代金の額及びその目的等の重要事項に係る説

明義務を規定した同法３５条１項７号の規定についても適用除外とされている。 

 以上のとおり、近畿財務局の職員には、会計法等の法令上の根拠規定のない、土地価格

と建物価格の内訳や建物先取法の取扱い、消費税等相当額の算定根拠について、入札参加

者や落札者に対して説明しなければならない職務上の法的義務はない。 

イ 本件契約においては、本件建物の取得価額如何によって原告が計上し得る減価償却費の

多寡が異なり、負担する法人税等の金額に影響する可能性はあるものの、このことは専ら

原告側の事情であって、売主である被告（近畿財務局）がそのような原告の課税関係に関

心を持ち、配慮すべきものではない。近畿財務局が原告からその説明を求められたのに対

し、殊更に説明を拒んだというのであればともかく、原告は本件建物の内訳価格を認識し

ていたか、少なくとも重大な関心を抱いておらず、近畿財務局に対して内訳価格等に係る

問合せや照会を全くしていないのであるから、近畿財務局の側から積極的に内訳価格を説

明すべきであるとはいえない。 

 また、近畿財務局は、本件売買契約に先立って、原告に対し、本件売買契約書案を送付

し、契約内容を確認する機会を与えているところ、原告や甲の不動産取引に係る経験等に
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照らせば、原告は、同契約書案の記載から本件建物の内訳価格を容易に推知し得たという

べきであるから、この点からも近畿財務局の職員が説明を怠ったとはいえない。 

（２）近畿財務局の交渉義務違反の有無（争点④） 

（原告の主張） 

 本件売買契約は、行政主体である被告と原告との間の契約であるが、信義則や権利濫用と

いった民法の規定が適用され、契約締結過程における契約当事者の関係性から、信義則を根

拠にした交渉義務が導かれる。 

 本件売買契約において近畿財務局が建物先取法を採用したことは違法であり、このように

誤った内容が記載された本件売買契約書に関し、買主である原告から訂正を求められた場合、

近畿財務局は、契約当事者として、その交渉に応じる義務がある。また、近畿財務局は、平

成２５年１２月１１日の協議の際、原告に対し、「本件建物価額と本件土地価額の割り付け

につき合理的な価額で按分するよう」に提案し、「税務署から問い合わせがあった場合、こ

の説明内容を回答します。」との約束をした。また、近畿財務局が本件売買契約書の訂正に

応じなかったことにより、原告は多額の法人税等を負担することになり、大きな不利益を受

けることや、近畿財務局による本件売買契約書の訂正は容易であったことに照らしても、本

件において、近畿財務局には交渉義務があると認められる。 

 しかるに、近畿財務局は、原告との交渉を一方的に打ち切っており、本件売買契約に係る

信義則上の交渉義務を果たしていないことは明らかである。 

（被告の主張） 

 本件売買契約は、本件売買契約書のとおりの内容で有効に成立しているところ、近畿財務

局の職員が、一旦有効に成立した本件売買契約につき、本件売買契約書の訂正及び修正をめ

ぐる交渉を続ける法的義務を法令上課せられていないことは明らかである。また、既に成立

した売買契約の内容を変更する交渉に応じ続ける義務及びそれに伴う売買契約書の修正に応

じる義務などというものが、信義則上課せられていないことも明らかである。 

（３）損害の有無及び額（争点⑤） 

（原告の主張） 

 近畿財務局の説明義務違反及び交渉義務違反により、原告は、平成２５年度の法人税等に

つき、申告納税額よりもさらに６１１万７３００円も多く課税されるから、上記各違法行為

により少なくともこれと同額の損害を受けた。 

（被告の主張） 

 本件各更正処分等はいずれも適法であり、原告が主張する６１１万７３００円の課税は、

本来あるべき税額を負担するものであって、原告の損害ではない。 

第３ 主位的請求に係る当裁判所の判断 

１ 本件建物の内訳価格を本件価格とする合意の有無（争点①） 

（１）本件売買契約は、被告の契約担当官である近畿財務局長と原告を代表する甲が本件売買契

約書に記名押印することによって締結されたものであり（前提となる事実（２）オ）、本件

売買契約書が真正に成立していることにつき当事者間に争いはないから、本件売買契約の内

容の解釈に当たっては、原則として、処分証書である本件売買契約書に記載されている文言

に即して、客観的に判断すべきものと解される（契約内容の解釈に係る表示主義ないし客観

的解釈説。なお、表示行為と表意者の内心の意思との不一致は、民法９５条の錯誤の問題で
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ある。）。 

 本件売買契約書の第２条（売買代金）には、「売買代金は、金３６２，２２０，０００円

とする。（うち消費税及び地方消費税相当額 金１，９６０，０００円）」との記載がある

（甲３）。そして、建物付き土地の売買においては、建物だけが消費税等の課税対象となり、

土地は消費税等の課税対象とはならないから（消費税法６条１項、別表第１の１号）、本件

売買契約においては、本件土地及び本件建物についてそれぞれ内訳価格が定められており、

かつ、当時の消費税率５％を前提とすると、本件建物の内訳価格は４１１６万円（消費税等

相当額１９６万円を１００分の５で割り戻した３９２０万円に、同１９６万円を加算した金

額）と定められていると認められる。 

 以上に加えて、本件売買契約締結当日、甲が近畿財務局の主任収入官吏から受領した本件

領収証書に「建物売払代￥４１１６００００」「（うち消費税及び地方消費税相当額）￥１

９６００００」と記載されていること（乙１５）も考慮すると、本件売買契約においては、

本件建物の内訳価格が定められており、その金額は４１１６万円（本件価格）であったもの

と認められる。 

（２）これに対し、原告は、本件売買契約書に本件建物の内訳価格は表示されていないから、本

件売買契約において本件建物の内訳価格は定められていないと主張する（第２の４（１）

（原告の主張）ア）。 

 確かに、本件売買契約書に売買代金の総額のみが記載されていたのであれば、本件土地建

物につき内訳価格を定めない趣旨であると理解するのが自然である。しかし、本件売買契約

書には、売買代金の総額に続き、かっこ書きで「うち消費税及び地方消費税相当額 金１，

９６０，０００円」との記載があるのであるから、前述のとおり土地は消費税等の課税対象

とはならないことからすれば、本件土地と本件建物には内訳価格が設けられていると理解す

るのが自然であり、そのような解釈は一般的な取引通念にもかなうというべきである。 

 仮に、原告の主張のとおり本件建物の内訳価格が定められていないとすると、消費税等相

当額に係る上記記載は、契約内容とは関係がないばかりか、むしろ積極的に矛盾する記載と

いうこととなる。しかし、この記載が本件売買契約書第２条において売買代金額に続けて記

載されていること、消費税等相当額の金額部分が下線により強調されていることなど、その

外形や体裁等をみる限り、上記記載は本件売買契約に係る合意の一部を成しているとみるほ

かはなく、原告が主張するような無関係かつ無意味な記載とみるのは困難である。原告の主

張は採用することができない。 

（３）原告は、本件売買契約締結前に近畿財務局から本件建物の内訳価格について一切の説明を

受けておらず、本件売買契約締結時においても、本件建物の内訳価格が本件価格であること

を認識していなかったとして、この点につき合意が成立していない旨を主張するようである

（第２の４（１）原告の主張オ、カ）。 

 しかし、契約内容の解釈は、当事者が合意した表示の客観的意味を明らかにすることであ

って、当事者の内心の意思を探求することではないのであり、表示行為と表意者の内心の意

思との間に食い違いがあるとしても、それは民法９５条の錯誤の問題であるとするのが一般

的な理解である。したがって、仮に原告が本件建物に内訳価格は存在しないと認識していた

としても、それは原告の内心の意思にすぎないのであって、民法９５条の錯誤の主張として

はともかく、そのことが本件売買契約の内容の解釈に直接影響するものではないというべき
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である（なお、原告と被告が共通して、本件建物の内訳価格は存在しないと理解していた場

合には、本件売買契約書の記載にかかわらず、上記の共通の理解をもって契約内容と解釈す

べきものと解されるが、本件がそのような事案でないことは明らかである。）。原告の主張は

採用することができない。 

（４）原告は、本件建物の内訳価格が本件売買契約の内容となっていない根拠として、上記のほ

かに、①本件建物の内訳価格は普通財産売払申請書提出時までに表示されていなかった（第

２の４（１）原告の主張イ）、②本件価格は実勢価格と乖離しており著しく不合理である

（同ウ）、③本件価格の算定根拠（内訳価格の按分比率及び建物先取法）が著しく不合理で

ある（同エ）などと主張する。 

 しかし、上記①の点については、前述のとおり、本件売買契約の内容は本件売買契約書の

記載内容から客観的に解釈されるべきものであり、普通財産売払申請書提出時までに被告か

ら表示されていたかどうかは上記解釈に直接影響するものではないというべきである。原告

の主張は、独自の見解を前提とするものであって採用することができない。 

 上記②の点については、建物付き土地の売買契約において、建物の内訳価格が固定資産評

価額等よりも低い金額となることはあり得るというべきであり（競売や一般競争入札のよう

な場合にはなおさらである。）、建物の内訳価格が低額すぎるからといって直ちにその合意が

違法無効とされるものでもないのであり、単に実勢価格との乖離があることのみをもって、

本件売買契約の内容を原告の主張のように修正解釈（契約内容が合理的でない場合にこれを

合理的な内容に修正する解釈のこと。以下同じ。）すべき必要があるとは認められない。 

 さらに、上記③の按分比率の点については、本件評価書は、「対象不動産は土地及び建物

で構成されており、これらを一体として収益性が発現されているため、土地と建物に評価額

を分割することは適切ではないが、敢えて積算価格における敷地価額と建物価格の構成比率

で鑑定評価額を按分するならば」として、按分比率を本件土地につき８０．７％、本件建物

につき１９．３％としているところ（乙８）、それぞれの積算価格の比率をもって按分比率

とすることには一定の合理性があるといえるし、少なくとも、これにより本件売買契約の内

容を修正解釈する必要があるとはいえない。 

 また、上記③の建物先取法の点については、確かに、最低売却価格と落札価格の差額の取

扱いについては、建物先取法のほかに、最低売却価格の土地と建物の各価額の割合で按分し

て割り付ける取扱い（按分法）や、上記差額を建物価格に加算して売買代金を定める取扱い

（土地先取法）もあり得る。しかし、これらの取扱いにはそれぞれ一長一短があるが、建物

付き土地の一般競争入札においては、中古の建物よりも土地の価値を重視して落札する例も

比較的多いと考えられることからすると、建物の内訳価格を固定する建物先取法にも一定の

合理性があるといえる。しかも、近畿財務局は、一般競争入札において、建物先取法をもっ

て土地と建物の内訳価格を定める運用を一貫して行っていることが認められ（乙１１、４

０）、原告が本件建物を賃貸物件として利用することから減価償却費等の関係で不利益な結

果が生ずるからといって、あえて他の物件と異なる取扱いを行うことはかえって公平性を欠

くことにもなりかねない。したがって、建物先取法をもって内訳価格を算出することにも一

定の合理性があり、少なくとも、これにより本件売買契約の内容を修正解釈する必要がある

とはいえない。 

（５）以上によれば、本件売買契約においては、本件建物の内訳価格が定められており、その金
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額は４１１６万円（本件価格）であったと認められる。これに反する原告の主張はいずれも

採用することができない。 

２ 浪速税務署長の調査義務違反の有無（争点②） 

 原告は、浪速税務署長が十分に調査することなく、本件売買契約書のかっこ書の消費税等相

当額の記載に基づき漫然と本件建物の内訳価格を４１１６万円と認定したとして、本件各更正

処分は調査義務違反に基づくものであり、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとし

て違法であると主張する。 

 しかし、上記１のとおり、本件売買契約書の記載によれば、本件売買契約における本件建物

の内訳価格は４１１６万円（本件価格）であると認められ、浪速税務署長に原告の主張するよ

うな調査義務違反がないことは明らかである。原告の主張は採用することができない。 

３ 小括 

 以上のとおり、原告が主張する本件各更正処分等の違法事由はいずれも採用することができ

ず、その他の違法事由も特に見当たらないから、本件各更正処分等はいずれも適法であると認

められる。したがって、原告の主位的請求はいずれも理由がない。 

第４ 予備的請求に係る当裁判所の判断 

１ 近畿財務局の説明義務違反の有無（争点③） 

（１）原告は、本件土地建物の入札公示から本件売買契約締結に至るまで、近畿財務局から本件

土地と本件建物の内訳価格に関し一切の説明を受けていないなどとして、近畿財務局には原

告に対する説明義務違反があると主張する。 

 しかし、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、①原告は、不動産の賃貸、売買、仲介及

び管理等を業とする株式会社であること（乙４）、②原告代表者である甲は、約３０年間に

わたり宅地建物取引主任者（現宅地建物取引士）の資格を保持し、賃貸物件の購入等の経験

も相当程度有している者であって、本件売買契約締結時において、土地は消費税等の課税対

象ではないことや、賃貸用建物は減価償却の対象となることを知っていたこと（甲２３、乙

５～７、原告代表者本人）、③近畿財務局は、本件売買契約締結の５日前である平成２５年

７月１８日、本件売買契約書案を原告に送付しており、甲及び原告の従業員において、本件

売買契約書案の条項を事前に確認する機会があったこと（乙１１、１４、原告代表者本人）、

以上の事実が認められる。これらの事情に加え、本件売買契約書案の消費税等相当額の金額

は、同契約書案の１枚目に売買代金総額に続けて記載されており、下線により強調されてい

ること（乙１４）にも照らすと、甲及び原告の従業員は、その知識経験に照らし、事前に送

付された本件売買契約書案から、本件建物の内訳価格が本件価格であることを容易に認識し

得たというべきである。 

 以上によれば、原告は事前に本件建物の内訳価格を容易に認識し得たというべきであるか

ら、近畿財務局における建物先取法の取扱いが公表されていないことなど原告の主張する事

情を考慮してもなお、国家賠償法上の違法性を基礎付けるような近畿財務局の原告に対する

説明義務違反があったとは認められない。 

（２）この点につき、原告は、本件売買契約が締結される半月前に、近畿財務局の職員から指示

され、近畿財務局のホームページに掲載されている本件土地建物に係る契約書のひな形（甲

２）を閲覧したが、同ひな形には消費税等相当額の記載がなかったから、近畿財務局の上記

指示は原告の誤解を誘発するものであり、近畿財務局には原告の誤解を解消すべき説明義務
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があった旨主張する。 

 しかし、原告が本件売買契約書案により事前に本件建物の内訳価格を容易に認識し得たこ

とは前述のとおりであって、上記主張事実の存否は上記認定判断を左右するものではないと

いうべきである。また、上記ひな形は、本件土地建物の入札書受付期限である平成２５年６

月７日（本件売買契約締結日の約１か月半前）にホームページから削除されたことが認めら

れ（乙４１）、本件売買契約締結の半月前に原告が主張するような近畿財務局の職員の指示

があったことを認めるに足りる十分な証拠もない。原告の上記主張は採用することができな

い。 

 原告は、そのほかにも、本件売買契約書の様式が通達に反しているとか、特異な様式であ

るなどとして、近畿財務局には原告の誤解を解消すべき説明義務があったのにこれを怠った

と主張するが、いずれも上記認定判断を左右するものではなく、採用することができない。 

２ 近畿財務局の交渉義務違反の有無（争点④） 

（１）原告は、本件売買契約書の訂正は容易なことであるのに、近畿財務局が原告との交渉を一

方的に打ち切ったなどとして、近畿財務局には原告に対する交渉義務違反があると主張する。 

 しかし、原告の主張する交渉義務の内容は、要するに、原告の申入れに応じて本件売買契

約書の消費税等相当額の記載を削除訂正する義務をいうものと解されるところ、前述のとお

り、本件売買契約は本件売買契約書の作成により本件建物の内訳価格の点も含めて成立して

おり、原告には本件売買契約書案の条項を事前に確認する機会があったことなど上記１で指

摘した事情も考慮すると、近畿財務局が原告の申入れに応じて消費税等相当額の記載を削除

訂正する信義則上の義務を負うものとはいえず、近畿財務局の原告に対する交渉義務違反が

あったとは認められない。 

（２）この点に関し、原告は、近畿財務局が、①「この消費税は、あくまでも当時の最低売却価

額に対する建物部分に当たります。よって、購入価額がそれ以上になると、当然消費税の比

率もそれに伴って上昇します。」と説明し、②「本件建物価額と本件土地価額の割り付けに

つき合理的な価額で按分するよう」に提案し、「税務署から問い合わせがあった場合、この

説明内容を回答します。」との約束をしたと主張する。 

 しかし、上記①の説明の点については、このような説明がされたことを裏付ける証拠はな

いし、近畿財務局が従前から建物先取法を採用していること（乙１１、４０）に照らしても、

上記①のような説明がされたとは認められない。 

 また、上記②の提案及び約束については、原告の主張に沿う内容の甲の供述（乙３９、原

告代表者本人）がある。しかし、平成２５年１２月１１日の応接メモ（乙１）は、近畿財務

局と原告とのやりとりを記載したものとして信用することができるところ、この応接メモに

よれば、近畿財務局の担当者は、原告に対し、本件売買契約書の消費税等相当額の記載を削

除訂正することはできない旨を回答し、最低売却価格と落札価格の差額の取扱いについては

建物先取法を採用している旨を説明したことなどが認められる。そして、この応接メモの内

容からすると、上記②の提案というのは、近畿財務局として本件売買契約書の訂正には応じ

られないが、どのような確定申告を行うべきかは原告の判断である旨を示唆するものにすぎ

ず、近畿財務局が本件売買契約につき従前の立場（建物先取法）を変更する趣旨ではないし、

上記②の約束というのも、税務署から問合せがあれば近畿財務局は上記と同様の説明をする

という趣旨であって、原告の申入れに沿った対応をする趣旨の約束でないことは明らかであ
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る。 

 以上のとおり、近畿財務局が上記①の説明や上記②の提案及び約束をした旨の原告の主張

は、採用することができない。 

（３）なお、原告の主張する交渉義務の内容については、本件売買契約書の消費税等相当額の記

載を削除訂正する義務ではなく、単に原告との交渉に対応する義務をいうものと解する余地

もないではない。しかし、近畿財務局は、原告の訂正申入れを全く無視したわけではなく、

原告やその関係者の来訪等に対応し、原告の訂正申入れには応じられない旨を回答している

のであり（乙１、１１、１９～２３）、それ以上本件売買契約書の訂正に向けた交渉行為を

継続することに意味があるとも思われないから、原告の主張する交渉義務を上記の意味に解

したとしても、近畿財務局の原告に対する交渉義務違反があったとは認められない。 

３ 小括 

 以上のとおり、原告が主張する説明義務違反及び交渉義務違反はいずれも認められないから、

その余の点について判断するまでもなく、原告の予備的請求はいずれも理由がない。 

 なお事案に鑑み付言するに、本件売買契約に係る近畿財務局の対応等は、原告との関係にお

いて国家賠償法上違法であるとは認められないが、一般競争入札に係る売買契約の運用につい

ては、改善すべき点もあるように思われる。すなわち、契約内容を明確にするという観点から

すれば、建物付き土地に係る売買契約については、その契約書上、消費税等相当額だけではな

く、より直接的に土地及び建物のそれぞれの内訳価格を明示する取扱いが望ましいというべき

であるし、建物付き土地が落札された場合の最低売却価格と落札価格の差額の取扱い（建物先

取法）についても、入札者の予測可能性の観点から、事前に明示しておくことが望ましいとい

うべきである。 

第５ 結論 

 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決

する。 

 

大阪地方裁判所第７民事部 

裁判長裁判官 松永 栄治 

   裁判官 徳地 淳 

   裁判官 石川 舞子 
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別表１ 

課税の経緯（法人税） 

 

【単位：円】 

区分   

  項目 
確定申告 更正処分等 審査請求 裁決 

年月日 平成26年2月21日 平成27年2月26日 平成27年4月16日 平成28年3月11日 

所得金額 11,289,840 25,226,885 

法人税額 2,038,695 5,592,630 

控除所得税額等 31,695 31,695 

納付すべき法人税額 2,007,000 5,560,900 

平
成
25
年
12
月
期 

過少申告加算税の額 － 430,500 

全部取消し 棄却 
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別表２ 省略 
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別表３ 

課税の経緯（消費税等） 

 

【単位：円】 

区分   

  項目 
確定申告 修正申告 賦課決定処分 更正処分等 異議申立て みなす審査請求 裁決 

年月日 平成26年2月21日 平成26年12月25日 平成27年2月26日 平成27年2月26日 平成27年4月21日 平成27年5月21日 平成28年3月11日 

課税標準額 66,581,000 65,718,000 65,718,000 

消費税額 2,663,240 2,628,720 2,628,720 

控除対象仕入税額 8,073,744 7,922,582 6,687,753 

消
費
税 

控除不足還付税額 △5,410,504 △5,293,862 △4,059,033 

課税標準となる 

消費税額 
△5,410,504 △5,293,862 △4,059,033 地

方
消
費
税 

還付すべき 

譲渡割額 
△1,352,626 △1,323,465 △1,014,758 

消費税等の 

合計還付税額 
△6,763,130 △6,617,327 

 

△5,073,791 

平
成
25
年
12
月
課
税
期
間 

過少申告加算税の額 － － 14,000 213,000 

全部取消し 全部取消し 棄却 

（注）△印は、還付金の額に相当する税額を示す。 


